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地域生活支援拠点の整備について 

 

１ 本日の協議にあたって 

   本件については、７月１５日の自立支援協議会及び各委員より意見聴取を行い、 

それらを参考に、「別紙 地域生活支援拠点における各機能の状況について」のとおり、

取組の方向性についてそれぞれ事務局案を作成した。 

   前回の資料においてお示ししたとおり、相談、専門的人材の確保・養成、地域の体

制づくりの機能については、障がい者福祉センターを軸に充実を図っていくため、引

き続き議論を進めていく。 

本日の協議会においては別紙に基づき、引き続き各機能の課題等について意見をい 

ただき協議を進めていく。 

 

２ 板橋区の地域生活支援拠点について 

面的整備を軸に、障がい者福祉センターを令和３年度より地域生活支援拠点に位置

づけ、既存の相談、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり機能について、検証を

行いながら、引き続き機能充実を図っていく。 

   緊急時の受入・対応及び体験の機会・場の確保については、区内関係事業所に協力

を呼びかけるともに、板橋キャンパスの状況を適宜報告し、地域生活支援拠点の機能

確保に努める。 

   板橋キャンパスができた段階で上記と同じく地域生活支援拠点に位置づけ緊急時の

受入・対応及び体験の機会・場の機能を確保する。 

 

３ 地域生活支援拠点としていく上での留意点 

（１）地域生活支援拠点となるには  

自立支援協議会の合意をもって、地域生活支援拠点等の整備がなされたと考える 

   ことが可能となる。 

 

（２）地域生活支援拠点の認定にあたり 

    核となる施設に５つの機能全てを持たせることが必ずしも地域生活支援拠点の要 

件ではなく、部分的な機能を持たせる面的整備も可能となるため、障がい者福祉セ 

ンターを一部の機能を持つ地域生活支援拠点と位置付けることが可能となる。 
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４ 板橋区の地域生活支援拠点としてのイメージ 

   別紙２「板橋区における地域生活支援拠点（現状）」 

      「(案）板橋区における地域生活支援拠点（目指すべき姿）」のとおり 

 

５ 自立支援協議会における本件に対する今後の協議について 

次回の自立支援協議会において、障がい者福祉センターを地域生活支援拠点として、 

位置付けることについて確認のうえ、各機能については、協議会で出された課題をも 

とに、次年度以降も議論を重ね、充実に向けた取り組みを継続していく。 

   また、第６期障がい福祉計画に基づき、地域生活支援拠点の機能充実のため、自立 

支援協議会において、運用状況の検証及び検討に取り組んでいく。 
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別 紙 地域生活支援拠点における各機能の状況について 

 

 

①相談 

目指す

べき姿 

・基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域

定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世

帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保すること。 

 

・障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネ

ートや相談その他必要な支援を行うこと。 

 

現状 ・障がい者福祉センター内において、相談支援事業、基幹相談支援センター事

業、障がい者虐待防止センター事業をそれぞれ実施し、各相談に応じている。 

 

・上記センターでは、主に一般相談、計画相談支援、地域相談支援、ピアカウ

ンセリング、専門医相談を実施している。 

 

・相談時間は９時～１７時まで（虐待防止センターは土曜日９時～１７時も受

付を実施） 

 

課題 ・緊急時において２４時間、３６５日対応可能な相談体制をとれる体制の確保。 

➡事業所の体制を考慮のうえ、緊急対応できる体制の確保に向けて、関係機関

との連携強化等が必要となる。新たな事業所の建設は予定されていない。 

 

・幅広い相談に対応できる専門的知識のある職員の育成。 

➡各専門研修の検討。 

 

評価 ・一定の相談機能は有しているが、体制等含め充実に向けた検討が引き続き必

要となる。 

 

取組の 

方向性 

・緊急時に常時連絡が取れる体制の検討。 

 

・障がいの特性に応じた相談に加え、関係機関への円滑な接続ができる相談体

制の検討。 
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②緊急時の受入・対応 

目指す

べき姿 

・短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保していくこと。 

 

・介護者の急病や障がいのある方の状態変化等があった場合に、緊急時の受け

入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行っていくこと。 

 

現状 ・赤塚ホームにて緊急保護事業を実施。 

 

・その他、虐待等の理由により緊急で保護が必要となった場合、区内の入所施

設等に協力を依頼している。 

 

・令和５年３月、板橋キャンパスにて緊急時の受入場所として整備を予定。 

 

課題 ・常時、受入可能な施設の確保が難しい状況。 

➡既存の施設に協力を求め、緊急時に対応できるよう空き部屋及び人員体制の

確保をしていく必要がある。 

 

・障がいの状況により、受入が困難なケースも想定される。 

➡障がい特性に応じた受け入れ施設の確保が必要となる。 

 

・危険が伴う対応もあり、関係機関との連携が必要。 

➡関係機関との連携体制を構築していく必要がある。 

 

評価 ・地域生活支援拠点として指定されている受け入れ先はないが、必要に応じて

受け入れ協力が可能な施設は複数ある。緊急時における常時の受入に向けた調

整が必要。 

 

取組の 

方向性 

・地域生活支援拠点の趣旨を踏まえ、赤塚ホームや区内の短期入所施設等にお

いて緊急時の一時的な受け入れに向けた協議を行っていく。 

 

・過去の事例等を踏まえ関係機関へ適切に接続するための連携体制を検討して

いく。 

 

・令和５年３月、板橋キャンパスにて緊急時の受入場所として整備を予定して

いる短期入所施設の動向に注視し、適宜自立支援協議会に状況を報告していく。 
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③体験の機会・場 

目指す

べき姿 

・地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障がい福祉

サービスを利用し、一人暮らしの体験ができること。 

 

・居住以外の体験として、就労等の体験ができること。 

 

現状 ・自立に向けた一時的な生活体験を行うグループホーム等は現行ない。 

 

・入所を前提とした生活体験が可能なグループホームはある。 

 

・令和５年３月、板橋キャンパスにて体験の機会・場として整備を予定。 

 

課題 ・入所を前提に生活体験が可能な施設はあるが、広く体験の場を提供していく

想定で施設を運営していない。 

➡既存の施設に協力を求め、生活の体験ができる場を確保していく必要がある。 

 

・グループホーム以外の生活に必要な体験の機会をどの程度確保していくの

か。 

➡生活体験以外での体験の機会を検討していく必要がある。 

 

評価 ・地域生活支援拠点として指定されている共同生活援助の障がい福祉サービス

はないため、受入に向けた調整が必要。 

 

取組の 

方向性 

・障がいのある方が、既存のグループホームを活用し、自立に向けた生活体験

ができるよう区内事業所と協議を行っていく。 

 

・令和５年３月、板橋キャンパスにて体験の機会・場として整備を予定してい

るグループホームの動向に注視し、適宜自立支援協議会に状況を報告していく。 

 

 

  



4 

 

④専門的人材の確保・養成 

目指す

べき姿 

・医療的ケアが必要な方や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障

がいのある方に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保をしてい

くこと。 

 

・専門的な対応ができる人材の養成を行っていくこと。 

 

現状 ・障がい者福祉センター（基幹相談支援センター）で実施する相談支援事業所

実務担当者連絡会にて、事例研究や学習会等を毎月実施している。 

 

・上記センターには、社会福祉士、精神保健福祉士等の相談支援専門員が専門

的人材として確保されている。 

 

課題 ・様々な相談に対応できる知識を有する職員の育成。 

➡必要とされる知識を得るための研修の実施が必要となる。 

 

評価 ・基幹相談支援センターでは相談支援専門員を配置し、相談業務を実施してい

るが、専門的対応についてはどのように行っていく検討が必要。また、各研修

は行っているが、さらなる充実を目指して、人材育成をしていく必要がある。 

 

取組の 

方向性 

・引き続き、研修等を実施し、専門的知識を得るとともに、人員の確保を行っ

ていく。 
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⑤地域の体制づくり 

目指す

べき姿 

・基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等

を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサー

ビス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行っていくこと。 

 

現状 ・障がい者福祉センター（基幹相談支援センター）が中心となって、相談支援

事業所実務担当者連絡会、自立支援協議会、障がい者団体等との連携を図って

いる。 

 

課題 ・関わりが希薄な障がいサービス事業所との連携が図られていない。 

➡関わりが少ない事業所と緊急時を含めた体制を構築していくため、さらなる

連携を図っていく必要がある。 

 

評価 ・基幹相談支援センターを中心に、相談支援事業所実務担当者連絡会、自立支

援協議会、障がい者団体等との連携を図っており、引き続き地域ニーズに対応

できるよう調整を図っていく必要がある。 

 

取組の 

方向性 

・連携体制が構築されていない事業所と必要な連携を図っていく。 

 

 

 



別紙　２

板橋区における地域生活支援拠点（現状）
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別紙　２

(案）板橋区における地域生活支援拠点（目指すべき姿）
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